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新規　※2

継続・再認定　※3

保険・保険上の世帯
員・自己負担限度額
の変更　※4

医療機関変更・追
加　※5

住所・氏名等の変
更

再交付

転入　（他府県等か
らの転入）※6

手帳との同時申請

マイナンバー確認書類については、お
持ちでない場合は不要です。

※1

府ＨＰからダウンロードできます。

以下Ａのうち、いずれかの書類１点、 以下のいずれかの書類が必要です。

もしくは、以下Ｂのうち、いずれかの ①マイナンバーカード

書類２点が必要です。 ②マイナンバーの通知カード

◆Ａ（１点確認）

①マイナンバーカード

②精神障害者保健福祉手帳（写真付き）

③運転免許証 ③マイナンバーの記載された住民票の写し

④パスポート など ④住民票記載事項証明書

◆Ｂ（２点確認）

①精神障害者保健福祉手帳（写真なし） 以下の同一保険加入者について、

②自立支援医療受給者証（原本） 「★２　マイナンバー確認書類」

③健康保険の資格確認書 と同じ書類が必要です。

④介護保険証

⑤各種年金証書

⑥箕面市から郵送（手交）している書類

　（障害福祉サービス受給者証、納税通知書、

　生活保護受給証明書等）

⑦預金通帳、キャッシュカード、

　クレジットカード、学生証  ＊⑦は１点のみ提示可能

★１ 本人の本人確認書類 ★２ マイナンバー確認書類

（令和元年５月２５日時点で交付されている通知
カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない
場合または正しく変更手続きがとられている場合
に限り、利用可）

★３ 同一保険加入者のマイナンバー確認書類

代理のかたが申請される場合は、以下の

いずれかの書類が必要です。

◆法定代理人が申請

（成年後見人、未成年の親権者等）

①本人の戸籍謄本（発行日から１年以内）

②登記事項証明書（発行日から１年以内）

③その他その資格を証明するもの

◆任意代理人が申請

（未成年の親権者以外の家族、施設職員等）

①委任状

②その他その資格を証明するもの

　法人の場合は、これに加えて、社員証、

　または、職員証が必要です。

★４ 代理権の確認書類

★５ 代理人の本人確認書類

　「★１　本人の本人確認書類」と同じ書類が必要で
す。

本人の健康保険
用意が必要な同一保険
加入者

社会保険のとき 被保険者

国民健康保険のとき 加入者全員

後期高齢者医療のとき 加入者全員



※申請時の注意点※

※1

※2 自立支援医療の新規申請の場合は、市町村受付日が有効期間の始期となります。

※3

※4 自己負担限度額の変更の場合は、市町村受付日の属する月の翌月１日からの適用となります。

※5 医療機関の変更は変更日から、追加は市町村受付日からの適用となります。

※6

※7

★

令和8年４月

加入医療保険に係る「資格確認書」の写し又はマイナンバーカードの健康保険証利用登録（マイナ保険証）をされている
場合は「マイナポータルの資格情報の画面」を印刷したもの又は「資格情報のお知らせ」の写しのいずれかを添付して
ください。生活保護受給者の方は不要です。ただし、居住地の市町村以外で保護を受けられている方は、生活保護受
給証明書が必要となる場合があります。

継続申請は、有効期限の3ヶ月前から手続きできます。ただし、有効期限を過ぎて申請された場合（再認定）は、市町村
受付日が有効期間の始期となり、受給者番号が変更される場合があります。

他市町村から転入される場合は、改めて所得区分を審査しますので市町村民税課税証明書が必要となる場合があり
ます。

手帳用診断書で申請される場合は、自立支援医療記載欄（診断書右下の欄）の記載が必要です。
なお、診断書原本は手帳用申請書に添付してください。

自立支援医療の申請を受け付けた時点で手帳の有効期間が１年未満である方で、有効期間を手帳の有効期間に合わ
せて短くすることにご了解いただける場合は、手帳の写しに記名押印又は署名により、手帳の有効期間に自立支援医
療の有効期間を合わせることができます。

　《お問い合わせ・提出先》
　〒562-0014　箕面市萱野５丁目８番１号　みのおライフプラザ
　箕面市 福祉部 　障害福祉課
　TEL：072-727-950０　（みのおライフプラザ　総合窓口）
　ＦＡＸ：072-727-3539


